
1 

 

令和８年度青森県３Ｄ設計導入促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、建設業におけるＩＣＴ施工の普及・拡大による生産性向上を図るため、土木関

係建設コンサルタント業務を行う県内事業者が実施する３Ｄ設計導入事業に要する経費に

ついて、令和８年度予算の範囲内において、当該県内事業者に対し、青森県３Ｄ設計導入

促進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付について

は、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業者） 

第２ 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）は、県内に本社及び

本店を有し、青森県の建設関連業務等入札参加資格者名簿の土木関係建設コンサルタント業

務に登録し、かつ、別紙１の要件を満たす事業者であって、青森県３Ｄ設計導入促進事業費

補助金実施要領（以下「実施要領」という。）第３により選定された者とする。 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、

別表のとおりとする。 

２ 補助金の額は千円単位とし、単位未満の端数が生じる場合は、切り捨てるものとする。 

 

（申請書等） 

第４ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類

は、次のとおりとする。 

（１）実施要領第２第２項の規定に掲げる書類 

（２）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の条件） 

第５ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規定によ

り付された条件となるものとする。 

（１）補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）について変更を加える場合

においては、あらかじめ事業変更承認申請書（第２号様式）を知事に提出してその承認を受

けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において事業中止（廃止）承認申請書（第３号様
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式）を知事に提出して承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

て、速やかにその旨を知事に報告して、指示を受けること。 

（４）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書

類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から５年間保管しておく

こと。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳（第４号様式）

及びその他関係書類を第１２に規定する期間が終了するまで保管すること。 

（６）補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、事業完了後においても善良

なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効

率的な運用を図ること。 

（７）規則第１９条本文の規定により、知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があ

った場合は、知事の定めるところにより、その収入の全部又は一部を県に納付すること。 

（８）補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をするときは、入札を行い、又は二者

以上の見積書を徴すること。ただし、緊急の必要がある場合又はその性質上これらの方法に

より難い場合は、この限りでない。 

 

（申請の取下げの期日） 

第６ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決

定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、補助事業の完了後交付する。 

 

（補助金の請求） 

第８ 補助金の請求は、請求書（第５号様式）を知事に提出して行うものとする。 

 

（状況報告） 

第９ 規則第１０条の規定による報告は、補助金の交付に係る年度の１２月末日現在の状況を記

載した事業状況報告書（第６号様式）を、当該年度の１月１５日までに提出して行うものとす

る。ただし、当該期日前に規則第１２条の規定による報告がされた場合は、不要とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業の適正な執行を図るため、知事が必要であると認めると

きは、補助金の交付を受ける者に対して事業状況報告書（第６号様式）の提出を求めることが

できる。 
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（実績報告） 

第１０ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を受け

た場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の２月末日

のいずれか早い期日までに事業完了（廃止）実績報告書（第７号様式）に次に掲げる書類を添

えて行うものとする。 

（１）実績報告（別紙２） 

（２）収支決算書（別紙３） 

（３）補助対象経費に係る支払証拠書類の写し 

（４）財産管理台帳（第４号様式）の写し 

（５）その他知事が必要と認める書類 

  

（処分の制限を受ける財産） 

第１１ 規則第１９条第４号及び第５号の規定により処分の制限を受ける財産は、補助事業によ

り取得し、又は効用が増加した機械及び器具並びにソフトウェアのうち、取得価格又は効用の

増加価格が１件当たり５０万円以上のものとする。 

 

（処分の制限を受ける期間） 

第１２ 規則第１９条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過するまでの

期間とする。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月２７日から施行する。 
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別表（第３関係） 

補助対象経費 補助金の額 

３Ｄ設計導入に係る経費のうち、次に掲げる経費とする。 

経費区分 内   訳 

物品購入費 ・３次元設計ソフトウェアの購入費（ＩＣＴ建設機械用の３

次元設計データを作成する３次元設計ソフトウェアの購入費

を含む。） 

・３次元設計ソフトウェアを動作させるためのハイスペック

ＰＣの購入費（３次元設計ソフトウェアの導入に併せて購入

する場合に限る。） 

使用料 上記をサブスクリプション等（月払や年払）で導入する経費 

（知事が補助金の交付の決定の通知をした日から、補助事業

の完了の日と補助金の交付の決定の通知をした年度の２月末

日のいずれか早い日までの期間に限る。） 

※３次元設計ソフトウェアの購入費は１法人１ライセンスまでとする。 

※月払や年払のサブスクリプション等の場合、補助対象経費は日割り計算と

する。 

※次に該当する経費は補助対象経費から除くものとする。 

（１）補助事業の趣旨以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い

機器等の導入に要する経費 

（２）機器等の単純更新に要する経費 

（３）国、都道府県、市町村等から重複して助成又は補助を受けている経

費（前年度以前に助成等を受けたことがある場合を含む。） 

（４）その他補助事業を実施する上で必要と認められない経費及び補助事業

の実施に要した経費であることを証明できない経費 

補助対象経費の合

計額の２分の１に

相当する額又は 

５０万円のいずれ

か低い額以内の

額。 
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別紙１（第２関係） 

 

【要件】 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされてい

る者（手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされ

ている者（手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４） 県の融資（間接融資を含む。）に係る債務の履行を怠っている者でないこと。 

（５） 県が行う競争入札に関して指名停止措置等を受けていないこと。 

（６） 本事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 

（７） 応募時点において、過去１年間３次元設計ソフトウェアが未導入であること。 


